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第 1 章 熊本市の森づくりの推進方向 
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【コラム７】上下流域連携による水源かん養林整備について 

（６）まとめ 

Ⅲ． 熊本市の森づくりの方向性と推進方策 

1 森づくりの方向性 

（１）森林の有する多面的機能の高度発揮 

（２）放置竹林対策の取組の拡大 

（３）市民が森に親しむ森林空間の創出と森林に対する市民理解の醸成 

（参考）熊本市がめざす森林の姿と SDGs の関係 

２ 森づくりの推進方策 
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3 森林の機能区分ごとの目指す姿と施業の方法 
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（２）木材等生産機能 

４ ロードマップ 

５ 検証指標の設定 

（１）森林の有する多面的機能の高度発揮 

（２）放置竹林対策の取組の拡大（市民協働の取組と里山林の保全） 
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第 2 章 

第 2 章 森林整備に関する基準（市町村森林整備計画） 

Ⅰ． 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 
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第 5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

1 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

４ 森林経営管理制度の活用に関する事項 

５ その他必要な事項 

第 6 森林施業の共同化の促進に関する事項 

1 森林施業の共同化の促進に関する方針 

２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

４ その他必要な事項 

第 7 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

1 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事

項 

２ 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

３ 作業路網の整備に関する事項 
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第 8 その他必要な事項 
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1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

２ その他必要な事項 

第 2 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

1 森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

２ 鳥獣害対策の方法（第 1 に掲げる事項を除く） 

３ 林野火災の予防の方法 

４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

５ その他必要な事項 
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Ⅳ． 森林の保健機能の増進に関する事項 

1 保健機能森林の区域 

２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に関す
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用語解説 
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